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高
ま
っ
て
い
る
今
日
、
権
利

保
護
保
険
と
し
て
の
弁
護
士

費
用
等
補
償
特
約
は
ま
す
ま

す
重
要
と
な
っ
て
く
る
し
、

デ
ジ
タ
ル
化
の
促
進
に
よ
り

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段

に
よ
る
保
険
料
の
支
払
い
の

在
り
方
も
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
本

書
の
注
釈
の
対
象
で
あ
る
自

動
車
保
険
標
準
約
款
は
保
険

の
自
由
化
に
よ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
マ
ク
ロ
的
な
理
解

の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
、

「
自
動
車
保
険
約
款
の
沿

革
」
の
記
述
部
分
は
大
変
有

益
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
本
書
が
世
に

産
声
を
上
げ
る
た
め
に
は
、

前
記
の
よ
う
な
優
れ
た
企
画

と
執
筆
す
る
た
め
の
膨
大
な

時
間
と
労
力
が
何
よ
り
も
必

要
と
な
る
。
本
書
は
、
自
動

車
保
険
約
款
研
究
に
長
年
注

力
さ
れ
て
き
た
著
名
な
佐
野

誠
福
岡
大
学
名
誉
教
授
、
山

下
典
孝
青
山
学
院
大
学
法
学

部
教
授
、
お
よ
び
遠
山
聡
専

修
大
学
法
学
部
教
授
の
３
人

に
よ
る
編
著
の
下
、
比
較
的

若
手
の
将
来
の
保
険
法
研
究

を
担
う
執
筆
陣
が
名
を
連
ね

て
い
る
。
３
人
の
編
著
者
が

旗
振
り
役
と
な
り
、
か
つ
自

ら
も
執
筆
さ
れ
な
が
ら
、
保

険
法
研
究
者
を
束
ね
総
力
を

挙
げ
て
公
刊
さ
れ
た
本
書
は

現
代
の
自
動
車
保
険
法
学
の

金
字
塔
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
保

険
自
由
化
後
の
自
動
車
保
険

約
款
を
研
究
す
る
う
え
で
、

実
務
的
に
も
学
術
的
に
も
座

右
の
書
で
あ
り
、
自
動
車
保

険
約
款
に
関
心
を
持
つ
諸
氏

に
は
必
読
の
書
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　（
Ａ
５
判
／
４
２
６
㌻

（
Ⅰ
）
・
４
８
２
㌻
（
Ⅱ
）、

保
険
毎
日
新
聞
社
、
25
年
11

月
21
日
発
行
、
税
込
５
１
７

０
円
（
Ⅰ
）
・
５
８
３
０
円

（
Ⅱ
）
）

　
保
険
毎
日
新
聞
は
、
１
９

４
５
年
の
創
刊
か
ら
２
０
２

５
年
12
月
に
80
周
年
を
迎
え

た
。
本
書
は
、
「
保
険
毎
日

新
聞
」
創
刊
80
周
年
記
念
と

し
て
出
版
さ
れ
た
、
待
望
の

自
動
車
保
険
約
款
の
逐
条
注

釈
書
で
あ
る
。
同
書
は
、
自

動
車
保
険
標
準
約
款
（
普
通

保
険
約
款
）
を
扱
っ
た
Ⅰ

と
、
自
動
車
保
険
標
準
約
款

（
特
約
条
項
）
、
弁
護
士
費

用
等
補
償
特
約
お
よ
び
保
険

料
支
払
に
係
わ
る
特
約
を
扱

っ
た
Ⅱ
の
２
冊
か
ら
な
る
。

　
い
わ
ゆ
る
護
送
船
団
方
式

の
下
、
同
一
の
保
険
料
率
で

保
険
商
品
を
販
売
し
て
い
た

損
保
業
界
に
激
震
が
走
っ
た

の
が
１
９
９
６
年
12
月
で
あ

る
。
こ
の
時
、
日
米
保
険
協

議
（
第
２
ラ
ウ
ン
ド
）
に
お

い
て
、
算
定
会
料
率
の
使
用

義
務
廃
止
が
合
意
さ
れ
、
保

険
の
自
由
化
が
決
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
98
年
７
月
に
保

険
の
自
由
化
が
実
施
さ
れ

た
。
そ
れ
以
降
、
損
保
各
社

が
独
自
の
保
険
料
率
を
設
定

す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
保
険
商
品
が
販
売
さ
れ

競
争
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ

を
機
に
、
い
わ
ゆ
る
総
合
自

動
車
保
険
が
販
売
さ
れ
た
。

そ
の
目
玉
と
な
っ
た
の
が
、

そ
の
内
容
を
定
め
る
総
合
自

動
車
保
険
約
款
に
附
帯
さ
れ

た
、
人
身
傷
害
条
項
（
当
時

は
人
身
傷
害
補
償
条
項
）
で

あ
る
。
こ
の
人
身
傷
害
条
項

は
、
被
害
者
が
交
通
事
故
に

遭
っ
た
場
合
、
加
害
者
の
過

失
の
有
無
・
程
度
を
問
わ

ず
、
損
害
額
基
準
に
照
ら
し

て
被
害
者
の
人
身
損
害
を
算

定
し
、
そ
の
金
額
を
保
険
金

と
し
て
支
払
う
こ
と
を
定
め

た
契
約
条
項
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
必
ず
し
も
損
保
各
社

共
通
で
は
な
く
、
ま
た
、
自

賠
責
保
険
や
対
人
賠
償
保
険

と
の
接
続
お
よ
び
請
求
権
代

位
の
範
囲
や
保
険
金
請
求
権

の
固
有
性
の
有
無
に
つ
い
て

の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
他
、

損
保
各
社
は
独
自
の
総
合
自

動
車
保
険
約
款
を
開
発
し
、

そ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
約
を

附
帯
し
た
。
他
方
に
お
い

て
、
商
法
典
か
ら
第
十
章
保

険
が
削
除
さ
れ
保
険
法
が
法

典
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

背
景
の
下
、
人
身
傷
害
条
項

に
係
る
最
高
裁
判
決
が
徐
々

に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
た
び
に
、
学
界
、

法
曹
界
お
よ
び
実
務
界
等

（
以
下
、
各
界
）
に
お
い

て
、
研
究
者
、
特
に
弁
護
士

お
よ
び
実
務
家
等
は
議
論
を

尽
く
し
て
き
た
が
、
そ
の

間
、
よ
う
や
く
自
動
車
保
険

標
準
約
款
が
損
害
保
険
料
率

算
出
機
構
か
ら
示
さ
れ
た
も

の
の
、
保
険
の
自
由
化
以
降

の
総
合
自
動
車
保
険
約
款
の

逐
条
形
式
に
よ
る
学
理
的
な

解
明
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

　
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
期

待
を
受
け
発
行
さ
れ
た
。
自

動
車
保
険
約
款
に
も
精
通
さ

れ
た
、
交
通
事
故
法
の
泰
斗

ら
の
編
著
者
と
実
務
家
に
よ

る
『
註
釈
自
動
車
保
険
約
款

（
上
）
（
下
）
』
（
有
斐

閣
、
95
年
）
お
よ
び
『
注
解

交
通
損
害
賠
償
法
〔
新
版
〕

第
３
巻
』
（
青
林
書
院
、
96

年
）
を
、
各
界
は
優
れ
た
学

術
的
業
績
と
し
て
共
有
し
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
は
保
険
自

由
化
前
の
注
釈
書
で
あ
る
。

現
在
、
『
自
動
車
保
険
の
解

説
２
０
２
３
』
（
保
険
毎
日

新
聞
社
、
２
０
２
３
年
）
が

発
行
さ
れ
て
お
り
、
実
務
の

取
り
扱
い
の
理
解
を
深
め
る

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
が
、
実
務
家
に
よ
る
解
説

書
で
あ
る
。

　
本
書
が
画
期
的
な
点
は
、

損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
の

自
動
車
保
険
標
準
約
款
（
24

年
６
月
）
の
「
全
条
」
を
注

釈
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
四
大

損
保
社
の
約
款
と
の
比
較
対

照
も
織
り
込
ん
で
注
釈
を
加

え
て
い
る
点
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
各
執
筆
者
は
各
条

項
に
つ
い
て
、
規
定
ご
と
に

今
日
ま
で
の
学
界
の
議
論
の

集
積
を
踏
ま
え
、
裁
判
例
・

判
例
や
重
要
文
献
を
引
用

し
、
論
点
を
客
観
的
に
解
明

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
書
を
手
に
し
、
さ
ら
に
理

解
を
深
め
た
い
と
き
は
、
引

用
文
献
を
た
ど
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

　
本
書
の
優
れ
た
点
は
、
前

記
の
自
動
車
保
険
標
準
約
款

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、

重
要
な
「
弁
護
士
費
用
等
補

償
特
約
（
自
動
車
）
」
お
よ

び
「
保
険
料
支
払
に
係
わ
る

特
約
」
に
つ
い
て
も
注
釈
を

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
う
え
、
「
自
動
車

保
険
約
款
の
沿
革
」
も
わ
か

り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て

調
べ
る
こ
と
が
容
易
に
な

り
、
権
利
意
識
が
ま
す
ま
す

自
由
化
後
の
約
款
注
釈
と
し
て
座
右
の
書
に

『
自
動
車
保
険
約
款
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
Ⅰ
・
Ⅱ
』
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